　　　　　　　　　　社団法人日本花き生産協会
　　　　　　　　　　　　　　第４９回通常総会議事録

１．日時及び場所　　
　　平成２０年５月２６日（月）午後１時３０分から午後４時３０分

　　メルパルク東京（郵便貯金会館）

２．総会員数・出席会員数及び出席者氏名

　　会員数　　　　　４５会員

　　出席会員数　　４５会員（出席３０会員、委任状１５会員）

　　出席者氏名　　別紙

３．吉野常務が開会を宣言し、開会した。

４．出席者の報告

　　吉野常務が出席会員数を報告し、定款第２４条第１項に規定されている会員の過半数以上が出席しており、定員数を満たしているので本総会が成立する旨を告げた。
５．田島会長挨拶（要旨）
　・花が売れないという状況が続いて久しい。日本経済、自動車等を中心に、大企業を中心に好調な状況が続いてきた。近年、重油価格の高騰、世界的な穀物相場の上昇、食料品の値上り、ガソリンの値段の値上がり、また、年金、医療など国民生活の足元に響く事が重なり、花の需要が非常に厳しい状況にある。
　・母の日等物日は割合花が動く、イベント等は参加者が多く、国民の皆さんが決して花に関心がないわけではない。ただ、我々の売る努力不足もあるが、先ほどの生活の足元が脅かされ、嗜好的な花に関心なり、お金が回らないということも考えられる。こういう状況をいかに切り開いていくか。努力を集中させる必要がある。
　・花の場合は輸入関税もかかりません。品目によっては既に輸入の比率が３割を超えている。切花全体で２割近い花が入ってきている。午前の理事会の話でアフリカの花とわざわざブランド名を打ち出して大々的に売り込んで来るという状態になっている。自分の生産物をいかに消費者により多く届けるかということを、今後、真剣に取り組んでいかなければならない。
　・生産協会、全国組織という形の中でこの輸入の増大、グローバル化の中で情報の収集あるいは発信等を続けると同時に、生産者が抱える課題を全国組織でなければやれない面、国や関係機関への要望、陳情、昨年はそういう行動を数多く取った。全国花き振興協議会とも手を携えて資金の造成等も検討している。
　・専門部会の７部会が力強い活動をするように育ってきている。これらと連携をとりながら活動を展開しているが、未組織の部会等もあり、なかなか活動が全体に行き渡ることも出来ず、会員の皆様から不満があることも承知はしているが、私も、最近は全国組織の必要性を実感している。御理解頂くと同時に御協力頂き、生産協会を通して皆さんの生産に少しでもお役に立てる組織になりたい。平成20年度の運営に役職員一同、邁進していきたい。
　６．来賓挨拶（要旨）
　　農林水産省花き産業振興室長　志村　勝也　氏

　・最近の花をめぐる情勢、統計的に花きの需要は依然横ばいないしは微減傾向で推移している一方、切り花を中心に輸入増加が続いている。また、昨今の原油高騰と相まって国内花き生産への影響が懸念される状況になっていると認識している。
　・消費動向については、切り花の消費は近年、家庭用などの店頭売りが増加する傾向にあるが、例えば切り花を過去１年間、一度も購入したことがない世帯が６割と、日常生活への花きの浸透はまだ十分とはいえない状況にある。花きを生活に取り入れた潤いのある国民生活の実現が求められている状況にある。
　・花を暮らしに取り込む活動の啓蒙・普及については、「ジャパンフラワーフェスティバル2008inこうち」が5月16日から18日まで開催された。計画は２万人でしたが、実際には４万5000人の来場者があったと聞いている。高知県を基点として花きの浸透が一層進展することを期待している。
　・昨年度から取り組んでいる「花にまつわるちょっといい話」については、いい話、泣ける話を公募して、電車、地下鉄のつり広告のような形で掲載したが、今年も同様に若年層や、あるいは40歳代の男性等をターゲットとして、花の持つすばらしさを想起させ、花きの消費拡大のきっかけづくりを提供する取り組みを行う。
　・花き行政の推進に、会員の皆様に特に御理解、御協力を頂きたい３点ほど説明したい。
　・産地表示、国産花きの競争力強化を図るためには、産地の差別化、ブランド化に向けた生産・販売が重要となっている。産地のブランド化を進めていくためには、消費者に対して産地を積極的に認知してもらうことが一つの有効な手段ではないかと考え、昨年、財団法人日本花普及センターが農林水産省の補助事業を活用して、花き業界全体で取り組むための産地表示のあり方を検討した。３月に報告書がまとまって、お手元に配付をしている。産地表示を、生産という川上だけではなく、川中、川下を通じて花業界全体で取り組んで頂くことが重要と考えている。
　・花の輸出ですが、農産物の輸出については、政府をあげて１兆円という目標で取り組んでいる。その中で花きについて重要品目として取り組んでいる。18年度が輸出額で27～28億円だったが、昨年はほぼ２倍の56～57億円位の輸出の規模になった。他の作物に比べ花は輸出の伸び率の非常に高い品目になっている。金額的には小さいが、非常に勢いのある分野になっている。全国花き輸出拡大協議会、田島会長に会長をやって頂き、昨年９月に設立された。農林水産省としても引き続きこの協議会を初め輸出に意欲のある方々の支援をしていきたい。「輸出のマニュアル」と「パンフレット」の希望者への配付という紙を配布している。輸出のマニュアルと輸出のためのパンフレットを作成した。実際に輸出に取り組んでいただく意欲のある方にぜひとも活用して頂きたい。御希望の方は、配付用紙により連絡を頂きたい。
　・花きの多様な機能に着目して、花きを教育、地域活動に取り入れる活動を、「花育」という言葉で、何年間か取り組んでいる。例えばその事例集を作成、公表したりしている。３月に全国花育活動推進協議会が民間の花の業界の方々を中心に設立された。協議会には、緑化に関係する国土交通省の関係団体も、その趣旨に賛同して参加している。また、協議会については、国土交通省だけではなくて文部科学省にも話をし、文部科学省の関係の先生方の集まりがある時など一緒にやっていこうという形を取っている。文部科学省、国土交通省などの関係省庁とも協力しながら取り組む。
　　出席来賓等紹介

（来賓）

農林水産省生産局園芸課花き産業振興室長　志村　勝也　氏

農林水産省生産局園芸課花き産業振興室課長補佐　小林　康弘　氏

農林水産省生産局園芸課花き産業振興室花き振興係員　原田　正志　氏
　（新聞記者）「花き園芸新聞社」と「日本花卉新聞社」、「花と生活」

７．配布資料

資料1　第49回通常総会出席者名簿

資料2　第49回通常総会資料

資料3　平成20年度会員名簿

資料４　（社）日本花き生産協会定款

その他

平成20年度全国花き品評会結果、産地表示に関する決議（案）、農林水産省花き産業振興室からの資料（花き産地表示のあり方、浸透の仕方についての報告書等）、農業者大学校専修科案内、２００８会報（洋らん部会）等配布

８．議案審議

（審議事項）

第1号議案　平成19年度事業実績報告及び収支計算書

監事の意見書

第2号議案　平成20年度事業計画（案）及び収支予算（案）

（参考　平成20年度会費額及び振込期日）

第3号議案　役員の改選

その他

９．議事の経過概要及び結果

　（１）議長の選出

　　　吉野常務理事が定款第20条第3項に基づき田島会長が議長になることを説明し、議長を選出した。

　（２）議事録署名人

　　　議長が定款第25条第1項の5に基づき議事録選任について提案した。意見がなく。議長より総会出席の石原政志（山形県）と本田敏秀様（長崎県）の２名を指名し、出席者全員異議がなく選出した。
（３）議案審議

　　　第１号議案　平成19年度事業実績報告及び収支計算書の承認について
・資料に基づき、事務局から平成19年度事業実績報告及び収支計算書、正味財産増減表

貸借対照表、財産目録、退職給与基金特別会計等について説明。

・併せ、定款第33条の規定により実施した会計監査内容について、監事を代表し内田監事から内容が適正である旨の報告があった。
・以上の説明、報告の後、質疑応答を行い、第1号議案は、拍手多数をもって、原案どお
り承認議決された。
（説明要旨）
　（事業実績）

・花き農家の振興対策について、花き生産者の経営技術向上を図るため、活動を広範に展開した。経営安定と技術向上、組織強化をモットーに、研修会、研究会を各部会単位で開催し、会員の資質向上と情報交換を行った。
・会報『花作り』を発行し、大会・部会の大会、研究会とか活動状況、全国品評会結果、行政、花き業界の動向等の情報を伝達した。第50号を本日配付している。
・花き団体、県組織等が行うイベント、表彰行事等に対して後援又は会長表彰等を実施した。19年度は76回実施した。各部会、大会等での功労者表彰、感謝状を贈呈した。
・全国花き品評会（切り花・一般鉢物）を19年度は19年5月30日、さいたまスーパーアリーナで開催。全国から767点の出品があり、金賞、銀賞、銅賞、228点の入賞作品を選び、優秀作品はジャパンフラワーフェスティバル2008さいたまに展示。全国花き品評会（洋らんの部門）を19年11月28日、愛知豊明花き地方卸売市場において開催。377点のうち50点の入賞作品を選び、特別賞受賞作品30点を選考。全国花き品評会（シクラメン部門）を19年11月28日、東京都の大田市場（ＦＡＪ）で開催。235点のうち41点の入賞作品、16点が特別賞に、新品種部門で６点の優秀作品を選考。
・カーネーションの経営に占める苗代のウエイトが高いということで共同購入を進めている。８年目を迎えている。経営改善に貢献している。
・一般切り花部門のガーベラ部門を組織し活動を開始した。
・輸入が増加してきている切花、19年はカーネーションでは需要の35％になっている。研究会、研修会で、その状況と対応方向を検討した。一方、日本の花きは世界でも優秀で海外への輸出の可能性が高いということで、政府ベースで設置された協議会、民間ベース19年９月27日に設立された全国花き輸出拡大協議会では田島会長が協議会長に選ばれ、参画している。
・組織強化対策では、部会組織を中心として活動の強化を図るため、それぞれ未加入会員の部会加入を促進し、お互いの連帯意識を高め、組織強化を図った。

　・スプレーぎく、洋らん、ばら部会ではホームページを構築して情報提供を行っている。
　・後継者を育てることも部会の役割ということで、平成17年にスプレーぎく部会の青年部を組織化し、平成18年にはカーネーション部会の青年部を組織化し、平成19年には鉢物部会で青年部の結成大会を開催して組織化を図った。

　・協会のホームページ、各種大会、研修会等の開催要領等をホームページにアップして、会員への早期情報伝達を図っている。
　・花き流通容器システムの推進を図るための活動を継続した。

　・日本花き生産協会の運営と組織活性化に関する検討会を19年度は２回開催した。
　・第52回日本花き生産者大会さいたま、埼玉県関係者の協力を得て、生産者等約900名に参加の下20年２月７日から８日、盛大に開催した。以下の大会宣言を採択した。
　　①国民への花のある生活の一層の普及啓発に努めるとともに、安心・安全の視点にのっとったゆとりと潤いのある花文化の向上に努めます。

　　②消費者ニーズを的確にとらえ、経済動向に影響されない国民生活の必需品として需要を創出するとともに、花き輸出にも取り組み、ジャパンブランドの確立に向け邁進します。

　　③新しい技術と英知を駆使し、国際競争に打ち勝つ花き産業基盤を構築するとともに、次代を担う者にとって「夢のある産業」として確立すべく全力を傾注します。
　・協会の役員会は４回開催。部会役員会は、年３回から５回開催。研修会とか研究会テーマの選定等を行い、会員の資質向上のためのテーマの設定に取り組んできている。
　・輪ぎく部会では「輪ぎくの消費拡大方策！」、カーネーション部会では「経費削減・経営改善方策！」、鉢物部会では「鉢物、苗物これからの流通チャンネルをつかもう！」　などのテーマで研究会等を開催した。スプレーぎく部会では、国内産スプレーマムの消費拡大方策」ということで、関東、関西で２回の販売対策会議を開催した。
　・花き消費拡大対策の実施については、19年度全国花き品評会優秀作品を、ジャパンフラワーフェスティバル2008さいたまに展示し、多くの消費者の関心を深めた。ＮＨＫの「趣味の園芸」プレゼントコーナーに、鉢物、洋らんの生産者で、19年度は10名の方に協力頂いてプレゼントを行った。また、スプレーぎく部会で19年４月から６月まで、大消費地市場でスプレーぎく消費拡大キャンペーンを行った。
　・日本花き生産協会の運営と活性化に関する検討会は、19年度２回開催。会員会費額の見直しを検討した。花木等の生産額の割合を変更して会員費額を計算して提案したが、全員の一致するところとならなかった。現状の会費額は平成16年度に改正されたこと、採用した生産額は平成8年から12年であること、5年間たっていることなどから平成21年度へ向け会費額を改正する方向となった。消費拡大のための基金造成については、市場協会側から「花き産業パイ拡大資金造成事業」が提案され、全国花き振興協議会において花き産業全体で取り組むということで検討された。通称「1000分の１構想検討委員会」に生産協会から委員２人（瀧、野島氏）に出席頂いた。合意をみるまでに至らなかったが、趣旨に賛同する団体での取り組みを今後期待する旨の結論となった。
　・要望・要請行動等について、19年末に至って重油価格高騰の中で花き生産者にとって喫緊の課題となった。19年12月４日、要望書を作成し、農林水産省、経済産業省、自民党プロジェクトチーム長等に要望を行った。内容的には①重油価格の安定。②効率的で省エネボイラー等の導入に対する助成措置、③低圧電力における季節別料金、時間帯別料金の設定。平成19年度緊急措置として、農林水産省の補助事業、資源エネルギー庁団体のＮＥＤＯの助成、ヒートポンプ等支援など、成果を得た。電力利用に関する要望については、電気事業連合会、東京電力などに要望を継続している。
　　また、農業用Ａ重油に係る減免措置の農業者への還元についても要望を行った。
　・カーネーション違法増殖苗による切花輸入に対する対応、昨年の５月10日、カーネーション部会長が種苗会社、Ｇメンとともに市場での調査。この問題の解決のため会議が開催され、出席した。
　・市場取引の透明化に関する要望。19年度においても19年11月12日、市場関係者に要望した。趣旨が徹底されていない。再度、周知徹底方を要望した。
　・花き生産者係る経営、行事等に関係する行事、資料を随時入手し会員に送付をした。
　（収支計算書）
　・収入の部で、会員会費2,240万1、000円。（102万円が未収会費分含む）、賛助会員会費50万円、部分負担金収入40万5,000円。（品評会の協賛金等）、部会負担金収入130万円（部会の大会等助成金）、雑収入30万2,340円。受取利息１万167円。広告収入50万円。（「趣味の園芸」に広告を掲載した生産者負担分）、当期収入合計2,541万8,507円。前期繰越収支差額803万4,172円。収入合計3,345万2,679円。

・支出の部で、事業活動支出分計1,657万5,616円。内訳：印刷費43万4,757円。（コピーの保守料等）、表彰費35万6,690円。（県表彰行事等への賞状・副賞代）、消費宣伝費256万1,703円。（品評会関係の支出等）、組織強化費０円。（芝の会議未実施）、通信運搬費64万3,526円。（19年度決算から監督官庁からの指導もあり、管理費から事業実施実態に合わせ一部管理費から事業費部分に移行。18年度はパソコン関係の支出のみ事業費としていたが、事業運営の実態を見て管理費部分の電話代２分の１を追加）負担金122万1,000円。（他団体への会費、負担金、生産者大会の負担金30万円等）、慶弔費７万6,000円。渉外費27万815円。（原油価格の高騰等で陳情、要望のための旅費等）、調査宣伝費12万9,150円。会議費98万6,468円（予算0円だったが、前述の理由もあり、事務室の家賃のうち会議室部分（3分の1）98万6,468円を事業費に追加）、資料費6万3,000円。会報費105万3,150円。旅費31万6,190円。部会・大会関係支出130万円。（収入の部の部会負担金収入と同額）、花き生産協会運営と活性化に関する検討会38万2,091円。給与費555万9,200円。（予算260万円だったが、前述の理由もあり、常務理事兼事務局長の報酬の２分の１を追加）、福利厚生費67万8,676円。（社会保険料等負担分）、交通費53万8,200円。（通勤費等）、
・支出の部、管理費計774万6,502円。内訳：給与手当249万6,000円。（前述の理由により、半額を事業費に移行）、福利厚生費44万6,863円。会議費69万453円。賃借料197万2,936円。（3分の一額を移行）、水道光熱費64万7,075円。消耗品費16万7,821円。通信運搬費36万1,846円。交通費24万9,200円。リース料55万9,545円。（電話・パソコン・コピー機等のリース料）、租税公課７万円。雑費8万4,763円。
・事業活動支出計が2,432万2,118円。投資活動支出として、退職給付引当資産取得支出60万2,190円。その他支出として、徴収不能額44万4,000円。（16年度分未収会費44万4,000円、美しい信州の花推進協議会が団体解散のため、徴収不能として償却）、当期支出合計2,536万8,308円。当期収支差額5万199円。次期繰越収支差額808万4,371円。
・「計算書類に対する注記」、「正味財産増減計算書」、「貸借対照表」「平成19年度財産目録」、「財務諸表に対する注記」を併せ説明。なお、貸借対照表の説明において未収会費内訳を説明。
（質疑応答）（要旨）
Ｑ．山形（石原）：「消費拡大のための基金造成」我々としては期待していたが、結果的には趣旨に賛同する団体での取り組みが期待された。その辺の経過、そして今後の見通し等についてもう少し具体的にお話しを伺いたい。
Ａ．事務局：構想が、全国花き生産協議会のメンバーに提案され、５回にわたって検討会が開催された。全国花き振興協議会で一体となって消費拡大を図ろうという提案だったが、全国花き振興協議会のメンバーの中でも、すでに実施している団体等もあり、結局全体として合意を取ることは出来なかった。趣旨を同じにする人達で協議をしなさいという格好になった。全花協５団体ということにはいかないが、20年度には少し具体的なことまで突っ込んでいく必要がある。生産協会で検討会を設置するので、市場協会等と、もう少し具体的に詰めていく必要がある。
Ａ．瀧（茨城）：補足、実は市場協会が率先して資金造成をやるという決議をした。要は花業界全体でやるべきでしょうという市場側の意見ですが、花き振興協議会の方で、５回ほど協議を重ねてたが、各団体の事情があり、一本化が出来なかった。結論としては、出来るところからまず始めるべきという意見が大半だったのかなと思う。生産協会はやろうということで我々は決定をしているので、また、市場協会もやるべきとの結論があるので、二つの団体で進めていくべきだろうと考えている。今年度についてはぜひとも市場協会と生産協会で練っていきたい。その後、またほかの団体にも加入してもらうということが一番早道ではないのかと思っている。
Ａ．議長：副会長からの話があったような内容で、市場協会も今年、既に新年度の役員構成が終わったようなので、両方、新年度になりましたら早速、協議を始めたい。
Ｑ．山梨（保坂）：19年度の決算報告を見ていると、17年度、18年度、19年度と未納会員がおられるが、山梨県と同じような事情の生産の方々がおられるのではないかと。山梨県は本当に弱小で、会員数も少なく、私も会長と県の会計も兼ねている。山梨県の場合は150人ほどの会員がいたが、何割か減り非常に運営が厳しくなった。生産協会の会費の徴収の仕方が、45会員ですか、会員単位で会費が割られていると思うが、小さな県で会員も少なく会員が減りますと非常に内容的には厳しい環境になっている。今年度は部会費を皆に供給することができなかった。1000分の１構想という新しい徴収方法が企画されているので、実現していただいて、各県の運営に支障のないような徴収をお願いしたい。

Ａ．議長：御意見ということで承り、その方向で努力したい。
Ｑ．千葉（西海）：会費の話が出ましたが、千葉県もやはり未収金が出来てしまった。千葉県の内情、県の立場により違うと思うのですが、ただ、千葉県は会員から会費を徴収して花き生産協会におさめる負担金の割合がその会費の中の40％を超えるという現状になっている。千葉県の会員の中から、そんなにおさめて何のための会だという声も出ている。多分、来年になると50％いくような可能性がある。そういう中で一番簡単な方法は会費を上げればいいのですが、それは現状では到底できない。いろいろ検討はしている。ただ、生産者に対して事業説明をしなければいけないので、役員一同、大変苦労してやっているが、一番ネックになっているのが花木です。千葉県は花木の生産額が大分多いようで、花き連の方に花木が入っていない。結局それもみんなで負担しているという状況です。それぞれ内情は厳しいのです。来年、特に負担金が50％を超えたらいろいろな話が出てくると思う。では休むのか、止めるか、我々もそういうことにならないように努力しているが、話は出ている。例えば千葉県が休むなり止めるということは、この全国の組織がなくなるほどではないのかというような極端なことも出ている。21年度は御検討して頂く、ただ下げろとかではなくて、全国組織がこういうわけでこういうメリットがあるのだよとか、指導方法とか話をしなければならないが、全国組織があって我々地方組織もあるわけで、難しいと思うが、続いて検討を頂ければと思う。
Ａ．議長：御意見ということだと思うので、特別、事務局から返答はしませんが、議長ですが、会長でもあり、今、要望が２点に触れてみたい。御指摘のとおりで、各県の財政事情は非常に厳しい。自分の県のことを言っては恐縮ですが、埼玉は生産協会の負担が６割を超えており、20年度に関してはどうにも運営が立ち行かなくなって、会費の値上げを先日の理事会で承認してもらい。総会で大分不満が出るだろと予想はしているが、処理せざるを得ない。理事会、検討委員会も３回検討している。会費の値下げということを含めていろいろ検討したのですが、理事の方から、どの県もみんな苦しいのは同じ、今年度、さらに検討を重ね、今、指摘のありましたように花木なりいろいろなものも考慮し一度見直そうということで、来年度の予算の中で反映させる。直すということは下がる県も上がる県も出るということですが、役員に議論していただこうと考えている。また、挨拶の中で「不満は承知」という言葉を使ったと思うが、よく「メリット」という言葉が出る。理解できることなのですが、生産協会、事務局は２人、そのほかにアルバイト、後、役員も各地方から手弁当で出てきている。時には旅費の支給もしているが、全部ではない。行動力にも限界がある。優先順位をつけて一番全国組織として効果のある行動をとろうと。部会が力をつけておりますので、出来るだけ部会でやってもらおうということでここ数年進んでいる。昨年度はいろいろな制度面、こういう経済状態の中でＮＥＤＯでも去年、動いたおかげで20億円ぐらいの緊急予算をつけて、ヒートポンプで3～400台ぐらいの設置。あるいは種苗法の問題、農薬の問題、市場の手数料の問題、1000分の１構想、全国組織として多少なりとも生産者にお返しをしていると我々は自負している。ただ、個々の生産者にはなかなか見えない。我々が生産協会に払った80万のメリット、花の業界に少しでも役に立つ、少しでも貢献できる組織としての行動となると見えない。それをまた我々はやらざるを得ないし、やらなければいけない。理解していただいて、役員の皆さんがぜひその話を各県に持ち帰っていただくと同時に、要望なりをこちらに挙げてきてほしい。今回のＮＥＤＯとか、あるいは電気事業連合会に対する働きかけも、部会からかなり要望があったり、カーネーションの購入に関しても、カーネーション部会が非常に積極的に動いた中から、あるいは政治家に、国に、これは個々でやる、県単位でやるよりも、生産協会として全国組織で動かざるを得ないだろう。今、私は非常に気になっているのは、重油の減免措置、リッター当たり2.04円、これを農業用で換算すると数十億という減免措置がとられている。ただ、現実に運用の中でなかなかこれが農家に返っていない。農水だけではだめで、政治家の先生なりあるいは国なり、いろいろな協力を得る。それには各県でそういう方たちに働きかけてもらって、集まれば数十億という金額を農家に還元できる。先頭に我々が立つことは、直接農家には目に見えないけれども、役員はぜひ各会員の皆さんに理解してもらうようにお願いしたいし、また、会員の皆さんからの要望を実現できる。こうしたことから我々と会員個々の生産者の方との風通しがよくなる。力の至らない面は重々承知しているが、そういう面も御理解いただきましてよろしく御協力のほどをお願いしたい。

第２号議案：平成20年度事業計画（案）及び収支予算（案）の承認について

・資料に基づき平成20年度事業計画（案）及び収支予算（案）について事務局から説明があり、質疑応答の後、拍手多数をもって、第2号議案は原案どおり承認議決された。
・併せ、平成20年度会費額と振込み期日を資料に基づき説明し、了解を得た。
＜説明要旨＞
　　平成20年度事業計画（案）
　　・基本方針、生産者の経営管理技術の向上、健全な発展を図る。国際競争力強化、生き残りのための自助努力を支援していく。
　　・会議の開催、総会のほか、理事会年4回から5回、連絡調整会議は出来るだけ理事会にあわせ開催していく。

　　・花き生産・流通に関する課題解決に関する事業、先ほどからありましたがいろいろな課題解決を図ってきているが、特に重油価格高騰対策など、課題解決を図っていきたい。重油価格高騰下での省エネルギー対策、喫緊の課題となっている。今冬に向けていろいろな形で動きが出てくると思っている。迅速な情報伝達とともに農林水産省、関係機関への要望、協議を行い、課題の解決に努める。その他、市場法関係など協議もしていきたい。
　　・花きの消費拡大に関する事業、現在「生産協会の運営と活性化に関する検討会」となっているが、花きの消費拡大に関する事業の推進方策を検討する。1000分の１構想などについてもここで検討していきたい。品評会の展示、ジャパンフラワーフェスティバル2008こうちで展示をした。各部会で実施する消費拡大事業、部会の消費拡大対策等をやっていきたい。ＮＨＫ「趣味の園芸」テキストプレゼントコーナー協力、これも引き続きやっていきたい。全国花き振興協議会等が実施する消費拡大事業、積極的に参画をしていきたい。花き産業パイ拡大資金造成計画に対する方向を検討、検討会を設置しており、具体的に市場協会等と検討をしていきたい。他機関が取り組む消費宣伝事業への積極的な協力。

　　・花き生産技術の改善に関する事業、全国花き品評会（切花、一般鉢物部門）、洋らん部門、シクラメンの部門を実施する。
　　・花き生産の経営の改善に関する事業、部会活動を積極的に推進していきたい。カーネーションが日本に入ってから100周年になるといわれ、明治42年、1909年に東京中野にアメリカから持ち込まれたということです。来年が100周年になり、その記念誌の作成、それから50回記念大会を東京で開催したい。

・その他、新花き生産流通システム研究会、花き輸出促進協議会への積極的参加。

・20年度も検討会を設置、市場協会から出ました花き産業パイ拡大計画の提案についての対応を専門的に検討していきたい。そのほか、花きの生産、経営改善に関する制度改正があれば、関係者に対する要望・陳情を行っていきたい。
・その他事業、会誌を年２回発行、県の花き連等で行われますコンクール、品評会につきまして、後援、会長表彰。

・組織強化、ガーベラ部門の立ち上げを行ったが、その他の部門についても立ち上げを検討する。トルコキキョウなどについて検討していきたい。芝に関する検討会を開催したい。
・部会活動の活性化で、青年部の組織化、活動支援。

・財政力強化ですが、賛助会員、20年度、改めて10団体程度を募集して協力をお願いしたい。
・会員の情報ネットワーク、ホームページにより、各種情報の迅速な伝達、組織強化活動の展開をしたい。

・花き関係業界が実施する事業、会議等に参加し、情報収集に努める。各種情報を会員に送付する。
　平成20年度予算（案）
　　・収入の部：会員会費2，240万1,000円。（45会員）、賛助会員会費50万円。（10賛助会員分）、事業負担金収入30万円。部会負担金収入100万円。雑収入20万円。受取利息5,000円。広告収入50万円。当期収入合計2,490万6,000円。前期繰越収支差額808万4,371円。収入合計3,299万371円。

　　・支出の部：事業活動支出。事業費2,095万円。内訳：印刷費65万円。表彰費45万円。消費宣伝費500万円。組織強化費60万円。通信運搬費70万円。負担金100万円。慶弔費20万円。渉外費30万円。調査宣伝費50万円。会議費100万円。資料費20万円。会報費100万円。旅費80万円。部会・大会関係支出100万円。花き生産協会運営と活性化に関する検討会40万円。給与費560万円。福利厚生費70万円。　交通費55万円。生産者大会準備金30万円（21年度からは60万円とするので、それの積立、毎年30万）

・管理費854万円。内訳：給与手当250万円。福利厚生費45万円。会議費100万円。賃借料200万円。水道光熱費70万円。消耗品費30万円。通信運搬費50万円。交通費30万円。リース料60万円。租税公課７万円。雑費12万円。事業活動支出計2,949万円。

　　・投資活動支出：退職給付引当資産取得支出60万円。予備費支出290万371円。当期支出合計3,299万371円。

　　・事務局から：平成20年度会費額等振込期日について、昨年と同額ですので、会費振込期日の第１期が６月末日、第２期、10月末日。取引銀行は三菱東京ＵＦＪ銀行浜松町支店、口座番号は普通預金の3774698となっている旨を併せ説明。

　（質疑応答）

Ｑ．長野（堺澤）：2点、一つは各県の負担金の問題。20年度負担金、実際、長野の場合も、正直なところ、16年の信州の協議会の脱会から始まって大変御迷惑をかけている。田島会長も来て貰い、協議をして頂いた。なかなか進んでいかないという状況がある。現在、長野県は120名の登録会員になっている。74万4,000円の負担になっている。単純に割ると6000円ぐらいになる。これから以降の中で実態に見合った会費の徴収方法を検討頂ければありがたい。今、花の生産者を取り巻いている大きな問題は、消費の低迷と重油高騰による生産費の高騰だと思う。19年度の農水省の対策の中で20億円という緊急対策が出たが、話の中で出てきているのは、法人とか農協関係の皆さんは非常に対応がしやすい。個人の大きな方になるとなかなか対応できない。少しきめ細かくできるような形でお願いできないか。それと、各県でも努力されている部分もある。国と県と助成をうまく使えるようにお願いできないか。

Ａ．議長　御意見、要望ということで承っておきたい。御指摘のとおり運用面で問題がある面もあるのは私も承知している。ＮＥＤＯの場合は資源エネルギー庁の予算からで、法人、農協とかということで、個人そのものの運用という面では農水の方にうまく絡めていかないと問題があるかなという気もする。運用面で改善ができればと考えて、また協議をしていきたい。

　
第3号議案：役員の選任について

　･議長より定款第14条第1項に、役員の任期は2年と定められており、平成18年度通常総会で現役員が選出され、今年度が改選年になる旨の説明。会長より2年間の謝意表明後、議長より事務局に改選の手続き等の説明を要請。

（改選手続き等についての説明）

・理事の定数、定款第12条で15名から20名以内と定められている。現在20名の理事で構成している。20名の理事構成を継続したい。20名の理事のうち、部会長理事を３名と常任理事１名を別途選出し、残りの16名の方をブロック別に選出頂きたい。
・ブロック別理事については理事会で協議し、会費算出額のウエイトを基本にして一部調整をして、理事数を東北・北海道ブロック１名、関東ブロック６名、東海・北陸ブロック４名、近畿ブロック１名、中国・四国ブロック２名、九州・沖縄ブロックで２名、計16名で選出することで決めて頂いている。
・部会長理事３名、常務１名。部会長につきましては、午前中の理事会の場でローテーションとバランス等から、高平輪ぎく部会長、杉本ばら部会長、磯部洋らん部会長に理事をお願いすることで決定を頂いている。常務１人と理事数16名を決めて頂きたい。　監事については、同じく午前中の理事会で、従来から関東ブロック２名、近畿ブロック１名となっており、同じように選考頂くよう決定頂いている。
・手順といたしまして、総会を一時休会にさせて頂きブロック別にお集まり頂き、ブロックの役員を選出頂き、決まりましたら総会で御承認を頂きたい。総会で理事の承認を頂いた後、再度総会を一時休会し、臨時理事会を開催して頂き、定款第13条第２項により、理事会において理事の互選で会長１名、副会長３名、常務理事１名を選出頂き、再度開催した総会で御承認頂くという手順を取りたい。
　 ・議長より、事務局説明について了承を求めた後、役員選出のため、総会を一時休会する旨を宣言。
（総会休会15分）

総会再開

・議長が総会を再開する旨を宣言し、事務局にブロック別等の役員候補者名を読み上げるよう指示。事務局から以下の役員候補者を発表
（理事候補者）
　北海道･東北ブロック（1名）　　　　　　　　羽川　與助（秋田県）

　関東ブロック（6名）　　　　　　　　　　　 　瀧　　文臣（茨城県)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　菊地　正憲（栃木県）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　田島　鉄弥（埼玉県）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡本　正夫（千葉県）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野島　　肇（神奈川県）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川　和弘（静岡県）

　東海･北陸ブロック（4名）　　　　　　　　　豊島　正人（新潟県）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加藤　孝義（岐阜県）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤　欣夫（愛知県）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　毛知　橋雄（三重県）

　近畿ブロック（1名）　　　　　　　　　　　　　藤原　孝治（兵庫県）

　中国四国ブロック（2名）　　　　　　　　　　鬼崎　健次（山口県）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡内　正明（香川県）

　九州・沖縄ブロック（2名）　　　　　　　　　平野　和彦（福岡県）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豊田　榮作（熊本県）

　事務局（1名）　　　　　　　　　　　　　　　　吉野　茂美（東京都）

（監事候補者）

　関東ブロック（2名）　　　　　　　　　　　　　水橋　義輝（東京都）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内田　　傳（山梨県）

　近畿ブロック（1名）　　　　　　　　　　　　　別所　矩佳（奈良県）
・上記候補者について、議長より総会の議決を求めたところ、拍手多数をもって承認議決され、新理事、新監事が選出された。

・議長より、正副会長、常務理事互選のため臨時理事会を開催するため、総会を一時休会する旨を宣言。

（総会一時休会）

　・議長が総会を再開する旨を宣言し、事務局に臨時理事会において互選された正副会長、常務理事を発表するよう指示し、事務局は臨時理事会で互選された以下の正副会長、常務理事を発表。

　　　会長　　田島　鉄弥（埼玉県）

　　　副会長　瀧　文臣（茨城県）、伊藤　欣夫（愛知県）、岡内　正明（香川県）
　　　常務理事　吉野　茂美

　・議長より、承認を求めたところ、拍手多数をもって承認議決された。

　･以上の結果以下の役員が承認議決された。

①理事の選任
	現　理　事
	新　理　事

	地　区
	氏　名
	就任年月日
	選出県
	氏　名
	就任年月日
	選出県
	備 考

	北海道・東北(1)
	羽 川 與 助
	H17.5.25
	秋　田
	羽川與助
	H17.5.25
	秋　田
	

	関 　東(6)
	瀧　文臣
	H８.5.24
	茨　城
	瀧　文臣
	H８.5.24
	茨　城
	副会長

	
	菊 地 正 憲
	H19.5.23
	栃　木
	菊 地 正 憲
	H19.5.23
	栃　木
	

	
	田島鉄弥
	H４.5.21
	埼　玉
	田島鉄弥
	H４.5.21
	埼　玉
	会長

	
	岡 本 正 夫
	H18.5.26
	千　葉
	岡本正夫
	H18.5.26
	千　葉
	

	
	野島　肇
	H16.5.21
	神奈川
	野島　肇
	H16.5.21
	神奈川
	

	
	伊 藤  信 義
	H18.5.26
	静　岡
	石 川  和 弘
	H20.5.26
	静　岡
	

	東海・北陸(4)
	豊 島  正 人
	H18.5.26
	新　潟
	豊島正人
	H18.5.26
	新　潟
	

	
	加藤孝義
	H12.6.23
	岐　阜
	加藤孝義
	H12.6.23
	岐　阜
	

	
	伊 藤  欣 夫
	H18.5.26
	愛　知
	伊 藤  欣 夫
	H16.5.21
	愛　知
	副会長

	
	毛知橋雄
	H12.6.23
	三　重
	毛知橋雄
	H12.6.23
	三　重
	

	近　 畿(1)
	藤 原  孝 治
	H18.5.26
	兵　庫
	藤原孝治
	H18.5.26
	兵　庫
	

	中国・四国(2)
	鬼崎健次
	H16.5.21
	山　口
	鬼崎健次
	H16.5.21
	山　口
	

	
	岡内正明
	H10.5.29
	香　川
	岡内正明
	H10.5.29
	香　川
	副会長

	九州・沖縄(2)
	平野和彦
	H16.5.21
	福　岡
	平野和彦
	H16.5.21
	福　岡
	

	
	豊田榮作
	H12.6.23
	熊　本
	豊田榮作
	H12.6.23
	熊　本
	

	輪ぎく
	高瀬克之
	H18.5.26
	愛　知
	高 平  哲 夫
	H20.5.26
	愛　知
	

	ばら
	厚地　諭
	H18.5.26
	和歌山
	杉 本  重 幸
	H20.5.26
	滋　賀
	

	洋らん
	高  橋 埼治郎
	H18.5.26
	埼　玉
	磯 部  徳 松
	H20.5.26
	愛　知
	

	常務理事
	吉野茂美
	H15.5.23
	
	吉野茂美
	H15.5.23
	
	


②監事の選任
	現　監　事
	新　監　事

	監　　事
	氏　名
	就任年月日
	選出県
	氏　名
	就任年月日
	選出県
	備 考

	
	水 橋  義 輝
	H18.5.26
	東　京
	水 橋  義 輝
	H18.5.26
	東　京
	

	
	内 田    傳
	H18.5.26
	山　梨
	内 田    傳
	H18.5.26
	山　梨
	

	
	西 岡  友 秋
	H18.6.26
	奈　良
	別 所  矩 佳
	H20.5.26
	奈　良
	


③変更理由　任期満了に伴う改選

④任期　2年間（定款第14条第1項）

・議長より、定款第17条に基づき顧問をおくことが出来、以下の前、元会長を顧問として推薦したい旨発言し、総会の承認を求めたところ了承され、以下の新顧問が選出された。

　顧問　小嶋　恒（神奈川県）　野本　久雄（群馬県）

・田島会長（議長）挨拶：再任ということですが、また大変難しい時期のかじ取りということを２年間任された。身の引き締まる思いです。先ほど来、いろいろ御指摘があった、会費の問題等も真摯に受けとめながら検討すると同時に、厳しい花の業界をどのようにするかという見地から協会の運営に携わりたいと考えている。皆様方の御指導、さらなる御鞭撻をお願いしたい。

10．その他事項

（１）「第52回日本花き生産者大会さいたま」結果報告

（埼玉県花き連合会会長　田島鉄弥氏）
先般、２月の７、８日さいたま市の埼玉会館で、実質的な数字で900名ちょっと参加を頂きました。大変皆様方には御協力頂きました。非常に難しい状態の中で首都圏でしばらくぶりの開催、県でも張り切って開催に取り組んで頂きました。同じ年にジャパンフラワーフェスティバルが６月に行われ、12万ちょっと入場があった。また、現地視察は各市町村が非常に熱心に取り組んで頂き、視察には首長が全部出て頂いた。食事等も一緒にしたところが多く、県外から来た参加者にも評判がよかったと思う。大会や事業が終わってから報告書的に大会誌、近々のうちに各県に送られるということですので、御了承いただけたらと考えます。次回愛知県よろしくお願いします。

（２）「花きの産地表示のあり方、浸透の仕方について報告書」説明

　志村花き産業振興室長
（説明要旨）

・食品に比べ、花については一般の消費者の花き産地に関する関心は必ずしも高くない。農林水産省としては、産地の差別化、ブランド化が重要だと考え、産地のブランド化を進めていくためのアイデアの一つとして、小売段階で産地の名前を前に出すことによって、消費者が商品を選ぶ際の一つの指標として産地を認知して頂き、そのことから産地のブランド化につなげていくことが一つの有効な手段ではないかと考えた。19年度の事業として産地表示のあり方についての花普及センターに検討委員会を設け検討した。検討委員会には生産者、市場の関係者あるいは小売の関係者、消費者の関係者、産地の表示の専門家に入って頂き検討した。また、生産者、卸、小売の方々にアンケート、併せ、消費者1000人位にアンケートを実施した。
・花の色とか形、値段、鮮度をポイントにして消費者は花を買っているが、今回、消費者に産地を表示した場合について聞くと、２割の方々が「参考にする」、４割弱の方が、どの地域でつくったか「比較するものがあれば参考にする」、合せて６割ぐらいの方が産地を何らかの形で意識しながら買うという回答を得た。今後、お花を買って頂く時、産地というものが一つの重要なツールになり得る。業界の方々へのアンケート、７割弱の方々が、産地の表示はブランド化にプラスになると考えている。買う方も、あるいは売る方も、産地というものを一つのキーワードにして、商売の展開をし得る状況になってきている。今回のアンケートによれば、食品と同じように法律で義務づけて強制的にするということではなく、業界の方々が自主的な努力で進めていくべきものだろうという意見が多数となっている。
・ただし、今回の報告書では、花屋で全て花について産地表示をするということではなくて、ブランド化、産地ＰＲのため、または小売段階における企画商品の販売促進のために活用することが有効ではないかとの意見が多かった。
・義務的、強制的にということではなくて、一つの販売ツール、ブランド化を確立するための手段として、ＰＲ商品として、花屋さんで非常にいいもの、私の店ではこういうものを売っていきたいというときに、そういった商品について産地を表示していったらどうかということが、今回の報告書の基本になっている。
・表示のメリットとしては、ブランド化につながるという意見、自分の名前あるいは地域が出ることによって、その商品の品質保証、確かなものを消費者の手元まで届けるという責任と義務的なものが出てきて、一層いいものが出てくるのではないかという意見もあった。

・具体的な中身、産地の定義としては、原則として小売店等へ出荷・販売される直前まで栽培された圃場の所在地、最終的に商品を仕上げされた圃場を所在地としている。産地の名称については、「ガイドライン」では、「産地の名称は都道府県名と、可能な限り産地名を明記する」としている。外国産については、産地としては国名としている。
・産地表示の対象は、基本は単品。ただし、その中で特に花束をつくる場合に、どこそこのというのを主張したいものがあればそこの部分だけやっていただくことも可能としている。
・産地表示以外の情報も積極的に出していくことが消費者の購買につながっていく。
花き業界の方々に対するアンケートでは品種名とか生産者名、品目名といったものが上位にきているが、消費者の方々に対するアンケートでは、管理方法とか日持ちの日数といったものも上位にきている。報告書では産地以外の情報については、それぞれの小売の段階で消費者に届けたい情報を提示していくことが基本的な考え方という意見が多かった。（エコファーマー、ＭＰＳ，品評会受賞など）
・表示、切花の場合に花束等に加工する際に表示したものを取り外しやすいようにしておくことも提起されている。
・表示の具体的な方法としては、一つは、産地表示というのは業界の生産から小売段階まで全体で取り組んでいただく必要があること。もう一つは、消費者の目を引くような表示、この二つをポイントに表示例はまとめている。

・小売店にとって取り組みやすい方法を、現実に表示されている例も含めアイデアを出してもらった。生産者に一番関係していると思われるのは、アイデア等の二つ目の「生産者が出荷する際に、ＰＯＰや名札、チラシ等を出荷箱に入れ、それぞれ店頭に表示」することである。
・検討委員会では小売店、生産者の間の負担の話もでたが、報告書には明示されていない。業界がお互いができることをやっていくという考え方がいいのではないかと考えている。
・消費者に関心を持ってもらうための表示ということで、幾つかアイデアを頂いている。
・産地表示浸透のための方策についても、検討委員会で皆様方からいろいろ意見が出ている。業界として自主的、統一的なルールをつくった方がいいという意見が多数あった。「提言」として、業界全体のガイドラインとして普及させる、パンフレットをつくる、メディアを使って宣伝していくなどの意見も出ている。

・また、生産者と卸・中卸、小売店が連携して産地表示に取り組む仕組みを構築する。あるいは、小売店は産地の知識を身につけるため、店員教育や消費者とのコミュニケーションを心がける。こういったことが大事ではないかという意見も出ている。
・問題は、これをどうやって浸透あるいは普及させていくか。全国花き振興協議会もあり、会員の各団体に報告書を説明をして業界全体に普及していこうと思っている。
・産地表示は皆様御自身で取り組んでいただくという次のステップに移ることが大事。全国花き振興協議会、６月10日に予定されている総会で、この産地表示について別紙のような内容を決議されると伺っており、業界全体として取り組む意識が醸成されることを期待している。業界全体で考えるべき問題だろうし、需要を喚起する上でぜひとも必要だと思っている。
・役所が問題を投げかける形になっているが、今後の花き業界、花き産業を考える上で重要な取り組みだと思うので、実践して頂ければと思う。
（３）（独）農研機構　農業者大学校専修科（先端的花き経営発展コース）等説明

農業者大学校　事務局長　齊藤　京子　氏　
（説明要旨）

・農業者大学校、約40年間、東京都多摩市で、高校を出て１年、農業をやった方を３年教育する国の教育機関でした。独立行政法人になり、今年４月につくばに移転し、本科と専修科と二つのコースを立ち上げた。
・専修科、既に農業経営をやっている方々が自分の経営をもう一度見直してさらにワンランク、ステップアップすることをテーマに、セミナーコースと科目履修コースを設けた。農閑期を中心に短い期間でつくばに来て頂き、先端的な農業技術とか先進的な経営管理手法を身につけるコースとなっている。農林水産省が所管する農研機構というつくばの農業関係の研究機関とともに、農業者大学校が新しくスタートした。
・対象は生産者など、花き経営を行っている、または指向している農業者、農業法人など、関係機関の方も対象となります。
・セミナーコース（花）３ステップになっている。個性ある花き経営、日本の消費者に求められる花き経営を目的に、生産・流通・販売を見通しながら世界的視野の中での花き産業をとらえて、みずからの花き経営を特徴あるものにして発展させていくためのコース。講義、ゼミ、視察などを通じて極め頂く。今年の10月８日から始まり最初は２泊３日で講義中心、農業経営をやっている人が出やすい仕組みで考えている。
・行政、花き研究所を中心に研究機関の方のお話を聞いたり議論をしたり、講義も個性ある花き経営の実践者の方にお話をして頂いたり、研究機関を見ていただく。

・その後、テーマを持って自分の経営に帰り、レポートをまとめながら、３カ月後の１月に２泊３日で来て頂き、今度は流通関係、世界の花き生産とか話の育種の関係とか知的財産の関係とか、花き経営のヒントとかを学ぶ、自宅でまとめてきたレポート発表し、その後先進地視察。
・その後、６カ月間、自宅でいろいろ実践し、レポート作成、７月に２泊３日で、小売の関係、花ビジネスの展開方向、輸入の花き、輸出、海外との契約書作成留意点など講義を受け、後はレポート発表して頂く。

・20名が定員で、今年の７月１日から先着順に受け付ける。全国からこのコースに参加して頂き、生産者のネットワークをつくって頂きたい。
・全部の行程で３万円です。そのほか科目履修コース、本科授業を３時間５回、必要なものを１単位１万円で聞いて頂ける科目履修コースも設けている。講師等は農業者大学校のホームページを見て頂きたい。
・本科は定員40名で二年制のコース。40歳未満で学部、学歴を問わない。身近に農業経営者を目指してしっかり２年間学びたいという方がおられたら、農業者大学校の本科も御案内頂けたらと思う。
・以上質疑応答等なし。

　１１．議長が閉会を宣言し、第49回総会を終了した。
　以上、この議事録が正確であることを証するため、議長、議事録署名人は下記に署名押印する。

平成20年5月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　社団法人　　　日本花き生産協会

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　議長（会長）　　　田　島　　鉄　弥　　印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　議事録署名人　　　石　原　　政　志　　印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　議事録署名人　　　本　田　　敏　秀　　印
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